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特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）

（
特
定
顧
客
の
誘
引
方
法
）

第
一
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項

第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
法
と
す
る

一

電
話
、
郵
便
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若

し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
若
し
く
は
ビ
ラ
若

し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
若
し
く
は
拡
声
器
で
住
居
の
外
か
ら
呼
び
掛

け
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
住
居
を
訪
問
し
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
営

業
所
そ
の
他
特
定
の
場
所
へ
の
来
訪
を
要
請
す
る
こ
と
。

二

電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る

方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
又
は
住
居
を
訪
問
し
て
、
他
の
者
に
比

し
て
著
し
く
有
利
な
条
件
で
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
、
営
業
所
そ
の
他
特
定
の
場
所
へ
の
来
訪
を
要
請
す

る
こ
と
（
当
該
要
請
の
日
前
に
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て

取
引
の
あ
つ
た
者
に
対
し
て
要
請
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
電
話
を
か
け
さ
せ
る
方
法
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
法
と
す
る
。

一

電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る

方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
又
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

配
布
し
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ

と
。

二

電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る

方
法
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
他
の
者
に
比
し
て
著
し
く
有
利
な
条
件
で
当

該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
、
電

話
を
か
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
（
当
該
要
請
の
日
前
に
当
該
販
売
又
は
役

務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
取
引
の
あ
つ
た
者
に
対
し
て
要
請
す
る
場
合
を
除

く
。
）
。

（
指
定
商
品
等
）

第
三
条

法
第
二
条
第
四
項
の
指
定
商
品
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
四
項
の
指
定
権
利
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
権
利
と
す
る
。

３

法
第
二
条
第
四
項
の
指
定
役
務
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
役
務
と
す
る
。

（
勧
誘
目
的
を
告
げ
な
い
誘
引
方
法
）

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
四
項
、
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
十
二
条
第
三
項

の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置

を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
若
し
く
は
ビ
ラ
若
し
く

は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
若
し
く
は
拡
声
器
で
住
居
の
外
か
ら
呼
び
掛
け
る
こ
と

に
よ
り
、
又
は
住
居
を
訪
問
し
て
、
営
業
所
そ
の
他
特
定
の
場
所
へ
の
来
訪
を
要
請

す
る
方
法
と
す
る
。

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
指
定
商
品
）

第
四
条

法
第
九
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第

二
号
を
除
く
。
）
の
政
令
で
定
め
る
指
定
商
品
は
、
乗
用
自
動
車
と
す
る
。

第
五
条

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定

め
る
指
定
商
品
は
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
指
定
商
品
と
す
る
。

（
法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る

金
額
）

第
六
条

法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定

め
る
金
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）
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第
七
条

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
用

い
る
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
同
項
前

段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
当
該

申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た

と
き
は
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
同

項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
込
み

を
し
た
者
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
適
用
除
外
さ
れ
る
訪
問
販
売
の
取
引
の
態
様
）

第
八
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取
引
の
態
様
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
の
態
様
と
す
る
。

一

現
に
店
舗
に
お
い
て
販
売
を
行
つ
て
い
る
販
売
業
者
（
以
下
「
店
舗
販
売
業

者
」
と
い
う
。
）
又
は
現
に
店
舗
に
お
い
て
役
務
の
提
供
を
行
つ
て
い
る
役
務

提
供
事
業
者
（
以
下
「
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
定
期
的
に
住

居
を
巡
回
訪
問
し
、
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
の
売
買
契
約
の
申
込
み
若

し
く
は
売
買
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
指
定
役
務
の
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み

若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
行
わ
ず
、
単
に
そ
の
申
込
み
を
受

け
、
又
は
請
求
を
受
け
て
こ
れ
を
締
結
し
て
行
う
販
売
又
は
役
務
の
提
供

二

店
舗
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
が
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日
前
一

年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、
取
引
の
あ
つ
た
者

に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
販
売
又
は
そ
の
住
居
を
訪

問
し
て
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し

て
行
う
役
務
の
提
供

三

店
舗
販
売
業
者
以
外
の
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
以
外
の
役
務

提
供
事
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に

、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、
二
以
上
の
訪
問
に
つ
き
取

引
の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
販
売
又
は

そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
若
し
く
は
役
務
提
供

契
約
を
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供

四

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
他
人
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
（
以

下
単
に
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
所
属
す
る
者
に
対
し
て
そ
の
事
業
所
に
お

い
て
行
う
販
売
又
は
そ
の
事
業
所
に
お
い
て
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け

若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供
（
そ
の
事
業
所
の
管

理
者
の
書
面
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

（
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
）

第
九
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
電
話
、
郵
便

、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
電

磁
的
方
法
に
よ
り
、
又
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
、
当
該
電

話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
請
求
さ
せ
る
行

為
と
す
る
。

（
適
用
除
外
さ
れ
る
電
話
勧
誘
販
売
の
取
引
の
態
様
）

第
十
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取
引
の
態
様
は
、
販
売

業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
当
該
勧
誘
の
日

前
一
年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、
二
以
上
の
取
引

の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
電
話
を
か
け
、
そ
の
電
話
に
お
い
て
行
う
売

買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
に
よ
り
、
当
該
売
買
契
約

の
申
込
み
を
郵
便
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
受
け
、
若
し
く
は
当
該
売
買
契
約
を
郵
便
等
に

よ
り
締
結
し
て
行
う
販
売
又
は
当
該
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
郵
便
等
に
よ
り

受
け
、
若
し
く
は
当
該
役
務
提
供
契
約
を
郵
便
等
に
よ
り
締
結
し
て
行
う
役
務
の

提
供
と
す
る
。

（
商
品
販
売
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
）

第
十
条
の
二

法
第
四
十
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
連
鎖

販
売
加
入
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
当
該
商
品
の
全
部
又
は
一
部
を

滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
と
す
る
。
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（
特
定
継
続
的
役
務
提
供
の
期
間
及
び
金
額
）

第
十
一
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
別
表
第
五

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
ご
と
に
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
と

す
る
。

２

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
万
円
と
す
る
。

（
特
定
継
続
的
役
務
）

第
十
二
条

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
特
定
継
続
的
役
務
は
、
別
表
第
五
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
役
務
と
す
る
。

（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

第
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
万
円
と
す
る
。

（
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
関
連
商
品
）

第
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
関
連
商
品
は
、
別
表
第

六
に
掲
げ
る
商
品
と
す
る
。

２

法
第
四
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
関
連
商
品
は
、
別
表
第
六

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
関
連
商
品
と
す
る
。

（
法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
額
）

第
十
五
条

法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
五

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
ご
と
に
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
と
す

る
。

（
法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
額
）

第
十
六
条

法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
五
の

第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
ご
と
に
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
七
条

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
販
売
業
者
、
役
務

提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販

売
業
を
行
う
者
か
ら
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

販
売
業
者

一

当
該
販
売
業
者
が
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る

売
買
契
約
又
は
特
定
権
利
販
売
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
行
う
勧
誘

に
関
す
る
事
項

二

当
該
販
売
業
者
が
受
け
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
若
し
く
は
電

話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
申
込
み
又
は
当
該
販
売
業
者
が

行
う
こ
れ
ら
の
売
買
契
約
若
し
く
は
特
定
権
利
販
売
契
約
若
し
く

は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事
項

三

当
該
販
売
業
者
が
締
結
す
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
若
し
く
は

電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
特
定
権
利
販
売
契
約
若
し

く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

四

当
該
販
売
業
者
が
受
け
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売

に
係
る
売
買
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
当
該
販
売
業
者
が
締
結

し
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
若
し

く
は
特
定
権
利
販
売
契
約
若
し
く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
解
除

に
関
す
る
事
項

五

当
該
販
売
業
者
が
行
う
通
信
販
売
又
は
特
定
継
続
的
役
務
の
提

供
を
受
け
る
権
利
の
販
売
に
つ
い
て
の
広
告
に
関
す
る
事
項

六

当
該
販
売
業
者
が
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
前
払
取
引
を

行
う
場
合
に
行
う
そ
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

の
備
付
け
、
閲
覧
及
び
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
に
関
す
る
事
項

役
務
提
供

一

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売

事
業
者

に
係
る
役
務
提
供
契
約
又
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契
約
の
締
結

に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す
る
事
項

二

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
受
け
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
若
し

く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
又
は
当
該

役
務
提
供
事
業
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
役
務
提
供
契
約
若
し
く
は
特

定
継
続
的
役
務
提
供
契
約
若
し
く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
締
結

に
関
す
る
事
項

三

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
締
結
す
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
若
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し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
又
は
特
定
継
続
的

役
務
提
供
契
約
若
し
く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
内
容
及
び
そ
の

履
行
に
関
す
る
事
項

四

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
受
け
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧

誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
当
該
役
務

提
供
事
業
者
が
締
結
し
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に

係
る
役
務
提
供
契
約
若
し
く
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契
約
若
し

く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

五

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
行
う
通
信
販
売
又
は
特
定
継
続
的
役

務
の
提
供
に
つ
い
て
の
広
告
に
関
す
る
事
項

六

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
前
払

取
引
を
行
う
場
合
に
行
う
そ
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
記
載
し

た
書
類
の
備
付
け
、
閲
覧
及
び
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
に
関
す
る

事
項

統
括
者

一

当
該
統
括
者
が
そ
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連

鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す
る
事
項

二

当
該
統
括
者
が
そ
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連

鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
勧
誘
者
に
行
わ
せ
る
勧
誘
に
関
す
る
事
項

三

当
該
統
括
者
が
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ

い
て
行
う
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事
項

四

当
該
統
括
者
が
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ

い
て
締
結
す
る
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

五

当
該
統
括
者
が
そ
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連

鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

六

当
該
統
括
者
が
そ
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連

鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
広
告
に
関
す
る
事
項

七

連
鎖
販
売
業
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
種
類
、
特
定
利
益
の
内

容
そ
の
他
の
当
該
統
括
者
が
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
関

す
る
事
項

勧
誘
者

一

当
該
勧
誘
者
が
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業

に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す
る
事
項

二

当
該
勧
誘
者
が
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ

い
て
行
う
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事
項

三

当
該
勧
誘
者
が
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ

い
て
締
結
す
る
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

四

当
該
勧
誘
者
が
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業

に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事

項
五

当
該
勧
誘
者
が
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業

に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
広
告
に
関
す
る
事
項

六

当
該
勧
誘
者
が
勧
誘
す
る
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連

鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
統
括
者
と
の
契
約

関
係
に
関
す
る
事
項

一
般
連
鎖

一

当
該
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の

販
売
業
者

連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す

る
事
項

二

当
該
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販

売
取
引
に
つ
い
て
行
う
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事
項

三

当
該
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
そ
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販

売
取
引
に
つ
い
て
締
結
す
る
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す

る
事
項

四

当
該
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の

連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
契
約
の
解
除

に
関
す
る
事
項

五

当
該
一
般
連
鎖
販
売
業
者
が
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の

連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
広
告
に
関
す

る
事
項

業
務
提
供

一

当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
提
供
誘
引

誘
引
販
売

販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に

業
を
行
う

関
す
る
事
項
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者

二

当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
提
供
誘
引

販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
契
約
の

締
結
に
関
す
る
事
項

三

当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
提
供
誘
引

販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
締
結
す
る
契

約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

四

当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
提
供
誘
引

販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
契
約
の

解
除
に
関
す
る
事
項

五

当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
提
供
誘
引

販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
行
う
広
告
に

関
す
る
事
項

（
密
接
関
係
者
）

第
十
七
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
関
連
商
品
の
販
売
を
行
う
者

二

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
係
る
業
務
の
提
供
を
行
う
者

三

法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
が
行
う
特
定
商
取
引
に
関

す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
顧
客
（
電
話
勧
誘
顧
客
を
含
む
。
）
若
し
く
は
購
入
者

若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
、
連
鎖
販
売
取
引
の
相
手
方
又
は
業
務
提

供
誘
引
販
売
取
引
の
相
手
方
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も

の
を
告
げ
、
又
は
表
示
す
る
者

(

都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務)

第
十
八
条

法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
六
条
、

第
四
十
七
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に

属
す
る
事
務
並
び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
六
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第

三
十
六
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、

第
五
十
四
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
主
務

大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者

、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提
供

誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の
業
務
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
訪
問
販
売
に
係
る
取
引

、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
若
し
く
は
業
務
提
供
誘

引
販
売
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
等
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
主
務

大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
自

ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
並

び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
十
二
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提

供
事
業
者
の
通
信
販
売
に
つ
い
て
の
広
告
が
さ
れ
た
場
所
又
は
地
域
を
含
む
都
道

府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以

上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
通
信
販
売
に
係
る
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
等

の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率

的
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か

ら
要
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

３

法
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

務
並
び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は

役
務
提
供
事
業
者
の
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
勧
誘
の
相
手
方
が
当
該
勧
誘
を
受
け

た
場
所
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す

る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
取

引
の
公
正
及
び
購
入
者
等
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ

の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取

引
及
び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣

の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者
、
役

務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
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販
売
業
を
行
う
者
の
業
務
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

通
信
販
売
に
係
る
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限

に
属
す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
通
信
販
売
に
つ
い
て
の

広
告
が
さ
れ
た
場
所
又
は
地
域
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

６

電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の

権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
電
話
勧
誘
販
売
に

係
る
勧
誘
の
相
手
方
が
当
該
勧
誘
を
受
け
た
場
所
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の

事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

７

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
八
条

、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条

、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三

十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条

、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
又
は
第

六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
主
務
大
臣
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
一
項
本
文
、
第
二
項
本
文
、
第
三
項
本
文
、
第
四
項
本
文
、
第
五
項
本
文
及

び
第
六
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
第
一
項
本
文
、
第
二
項
本
文
、
第
三

項
本
文
、
第
四
項
本
文
、
第
五
項
本
文
及
び
第
六
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係

る
主
務
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府

県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

一

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
除
く
。
）

二

み
そ
、
し
よ
う
ゆ
そ
の
他
の
調
味
料

三

犬
及
び
猫
並
び
に
熱
帯
魚
そ
の
他
の
観
賞
用
動
物

四

盆
栽
、
鉢
植
え
の
草
花
そ
の
他
の
観
賞
用
植
物
（
切
花
及
び
切
枝
並
び
に
種

苗
を
除
く
。
）

五

障
子
、
雨
戸
、
門
扉
そ
の
他
の
建
具

六

手
編
み
毛
糸
及
び
手
芸
糸

七

不
織
布
及
び
幅
が
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
織
物

八

真
珠
並
び
に
貴
石
及
び
半
貴
石

九

金
、
銀
、
白
金
そ
の
他
の
貴
金
属

十

家
庭
用
石
油
タ
ン
ク
並
び
に
そ
の
部
品
及
び
附
属
品

十
一

太
陽
光
発
電
装
置
そ
の
他
の
発
電
装
置

十
二

ペ
ン
チ
、
ド
ラ
イ
バ
ー
そ
の
他
の
作
業
工
具
及
び
電
気
ド
リ
ル
、
電
気
の

こ
ぎ
り
そ
の
他
の
電
動
工
具

十
三

家
庭
用
ミ
シ
ン
及
び
手
編
み
機
械

十
四

ぜ
ん
ま
い
式
の
タ
イ
マ
ー
、
家
庭
用
ば
ね
式
指
示
は
か
り
及
び
血
圧
計

十
五

時
計

十
六

望
遠
鏡
、
双
眼
鏡
及
び
生
物
顕
微
鏡

十
七

写
真
機
械
器
具

十
八

映
画
機
械
器
具
及
び
映
画
用
フ
ィ
ル
ム
（
八
ミ
リ
用
の
も
の
に
限
る
。
）

十
九

複
写
機
及
び
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

二
十

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
そ
の
他
の
安
全
帽
子
、
繊
維
製
の
避
難
は
し
ご
及
び

避
難
ロ
ー
プ
並
び
に
消
火
器
及
び
消
火
器
用
消
火
薬
剤

二
十
一

火
災
警
報
器
、
ガ
ス
漏
れ
警
報
器
、
防
犯
警
報
器
そ
の
他
の
警
報
装
置

二
十
二

は
さ
み
、
ナ
イ
フ
、
包
丁
そ
の
他
の
利
器
及
び
の
み
、
か
ん
な
、
の
こ

ぎ
り
そ
の
他
の
工
匠
具

二
十
三

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
エ
ア
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
、
照
明
器
具
、
漏
電
遮
断
器

及
び
電
圧
調
整
器

二
十
四

電
話
器
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
、
携
帯
用
非
常
無
線

装
置
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
用
機
器

二
十
五

超
音
波
を
用
い
て
ね
ず
み
そ
の
他
の
有
害
動
物
を
駆
除
す
る
装
置

二
十
六

電
子
式
卓
上
計
算
機
並
び
に
電
子
計
算
機
並
び
に
そ
の
部
品
及
び
附
属

品
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二
十
七

乗
用
自
動
車
及
び
自
動
二
輪
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
）
並
び

に
こ
れ
ら
の
部
品
及
び
附
属
品

二
十
八

自
転
車
並
び
に
そ
の
部
品
及
び
附
属
品

二
十
九

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
カ
ー
ト
及
び
歩
行
補
助
車

三
十

れ
ん
が
、
か
わ
ら
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
並
び
に
屋
根
用
の
パ
ネ

ル
、
壁
用
の
パ
ネ
ル
そ
の
他
の
建
築
用
パ
ネ
ル

三
十
一

眼
鏡
並
び
に
そ
の
部
品
及
び
附
属
品
並
び
に
補
聴
器

三
十
二

家
庭
用
の
医
療
用
吸
入
器
、
電
気
治
療
器
、
バ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー
、
指
圧

代
用
器
、
温
き
ゆ
う
器
、
磁
気
治
療
器
、
医
療
用
物
質
生
成
器
及
び
近
視
眼
矯

正
器

三
十
三

コ
ン
ド
ー
ム
、
生
理
用
品
及
び
家
庭
用
の
医
療
用
洗
浄
器

三
十
四

防
虫
剤
、
殺
虫
剤
、
防
臭
剤
及
び
脱
臭
剤
（
医
薬
品
を
除
く
。
）
並
び

に
か
び
防
止
剤
及
び
防
湿
剤

三
十
五

化
粧
品
、
毛
髪
用
剤
及
び
石
け
ん
（
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
浴
用
剤
、

合
成
洗
剤
、
洗
浄
剤
、
つ
や
出
し
剤
、
ワ
ッ
ク
ス
、
靴
ク
リ
ー
ム
並
び
に
歯
ブ

ラ
シ

三
十
六

衣
服

三
十
七

ネ
ク
タ
イ
、
マ
フ
ラ
ー
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
、
か
ば
ん
、
傘
、
つ
え
、
サ

ン
グ
ラ
ス
（
視
力
補
正
用
の
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
身
の
回
り
品
、
指
輪

、
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
そ
の
他
の
装
身
具
、
喫
煙
具
及
び
化
粧
用
具

三
十
八

履
物

三
十
九

床
敷
物
、
カ
ー
テ
ン
、
寝
具
、
テ
ー
ブ
ル
掛
け
、
タ
オ
ル
そ
の
他
の
家

庭
用
繊
維
製
品
及
び
壁
紙

四
十

家
具
及
び
つ
い
た
て
、
び
よ
う
ぶ
、
傘
立
て
、
金
庫
、
ロ
ッ
カ
ー
そ
の
他

の
装
備
品
並
び
に
家
庭
用
洗
濯
用
具
、
屋
内
装
飾
品
そ
の
他
の
住
生
活
用
品

四
十
一

住
宅
に
附
属
し
て
屋
外
に
設
置
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー
、
車
庫
、
物
置
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
簡
易
な
プ
レ
ハ
ブ
式
の
工
作
物
の
部
材

四
十
二

ス
ト
ー
ブ
、
温
風
機
そ
の
他
の
暖
房
用
具
、
レ
ン
ジ
、
天
火
、
こ
ん
ろ

そ
の
他
の
料
理
用
具
及
び
湯
沸
器
（
電
気
加
熱
式
の
も
の
を
除
く
。
）
、
太
陽

熱
利
用
冷
温
熱
装
置
並
び
に
バ
ー
ナ
ー
で
あ
つ
て
除
草
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
も
の

四
十
三

浴
槽
、
台
所
流
し
、
便
器
、
浄
化
槽
、
焼
却
炉
そ
の
他
の
衛
生
用
の
器

具
又
は
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
品
及
び
附
属
品

四
十
四

融
雪
機
そ
の
他
の
家
庭
用
の
融
雪
設
備

四
十
五

な
べ
、
か
ま
、
湯
沸
か
し
そ
の
他
の
台
所
用
具
及
び
食
卓
用
ナ
イ
フ
、

食
器
、
魔
法
瓶
そ
の
他
の
食
卓
用
具

四
十
六

囲
碁
用
具
、
将
棋
用
具
そ
の
他
の
室
内
娯
楽
用
具

四
十
七

お
も
ち
や
及
び
人
形

四
十
八

釣
漁
具
、
テ
ン
ト
及
び
運
動
用
具

四
十
九

滑
り
台
、
ぶ
ら
ん
こ
、
鉄
棒
及
び
子
供
用
車
両

五
十

新
聞
紙
（
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
の
発
行
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
雑

誌
、
書
籍
及
び
地
図

五
十
一

地
球
儀
、
写
真
（
印
刷
し
た
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
書
画
及
び
版
画

の
複
製
品

五
十
二

磁
気
記
録
媒
体
並
び
に
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
用
レ
コ
ー
ド
及
び
磁
気

的
方
法
又
は
光
学
的
方
法
に
よ
り
音
、
影
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物

五
十
三

シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
、
万
年
筆
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
イ
ン
ク
ス
タ
ン
ド
、

定
規
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
務
用
品
、
印
章
及
び
印
肉
、
ア
ル
バ
ム
並
び

に
絵
画
用
品

五
十
四

楽
器

五
十
五

か
つ
ら

五
十
六

神
棚
、
仏
壇
及
び
仏
具
並
び
に
祭
壇
及
び
祭
具

五
十
七

砂
利
及
び
庭
石
、
墓
石
そ
の
他
の
石
材
製
品

五
十
八

絵
画
、
彫
刻
そ
の
他
の
美
術
工
芸
品
及
び
メ
ダ
ル
そ
の
他
の
収
集
品

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

一

保
養
の
た
め
の
施
設
又
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
利
用
す
る
権
利

二

映
画
、
演
劇
、
音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
、
写
真
又
は
絵
画
、
彫
刻
そ
の
他
の
美
術

工
芸
品
を
鑑
賞
し
、
又
は
観
覧
す
る
権
利

三

語
学
の
教
授
を
受
け
る
権
利

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

一

庭
の
改
良

二

次
に
掲
げ
る
物
品
の
貸
与
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イ

家
庭
用
ミ
シ
ン

ロ

複
写
機
及
び
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

ハ

消
火
器

ニ

火
災
警
報
器
、
ガ
ス
漏
れ
警
報
器
、
防
犯
警
報
器
そ
の
他
の
警
報
装
置

ホ

家
庭
用
の
医
療
用
洗
浄
器

ヘ

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
エ
ア
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ナ
ー
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
及
び
電
圧
調
整
器

ト

電
話
機
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置

チ

電
子
計
算
機

リ

家
庭
用
の
電
気
治
療
器
、
磁
気
治
療
器
及
び
近
視
眼
矯
正
器

ヌ

衣
服

ル

寝
具

ヲ

浄
水
器

ワ

楽
器

三

保
養
の
た
め
の
施
設
又
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
。

四

住
居
又
は
次
に
掲
げ
る
物
品
の
清
掃

イ

家
庭
用
石
油
タ
ン
ク

ロ

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
及
び
換
気
扇

ハ

床
敷
物
及
び
布
団

ニ

太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置

ホ

ふ
ろ
が
ま

ヘ

浴
槽
、
台
所
流
し
、
便
器
、
浄
化
槽
、
給
水
管
、
排
水
管
、
焼
却
炉
そ
の

他
の
衛
生
用
の
器
具
又
は
設
備

五

人
の
皮
膚
を
清
潔
に
し
若
し
く
は
美
化
し
、
体
型
を
整
え
、
又
は
体
重
を
減

ず
る
た
め
の
施
術
を
行
う
こ
と
。

六

墓
地
又
は
納
骨
堂
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

七

眼
鏡
若
し
く
は
か
つ
ら
の
調
製
又
は
衣
服
の
仕
立
て

八

次
に
掲
げ
る
物
品
の
取
付
け
又
は
設
置

イ

障
子
、
雨
戸
、
門
扉
そ
の
他
の
建
具

ロ

太
陽
光
発
電
装
置
そ
の
他
の
発
電
装
置

ハ

家
庭
用
の
医
療
用
洗
浄
器

ニ

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
エ
ア
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ナ
ー
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
、
照
明
器
具
、
漏
電
遮
断
器

及
び
電
圧
調
整
器

ホ

電
話
機
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線

用
機
器

ヘ

れ
ん
が
、
か
わ
ら
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
並
び
に
屋
根
用
の
パ
ネ

ル
、
壁
用
の
パ
ネ
ル
そ
の
他
の
建
築
用
パ
ネ
ル

ト

浴
槽
、
台
所
流
し
、
便
器
、
浄
化
槽
、
給
水
管
、
排
水
管
、
焼
却
炉
そ
の

他
の
衛
生
用
の
器
具
又
は
設
備

チ

融
雪
機
そ
の
他
の
家
庭
用
の
融
雪
設
備

九

住
宅
に
附
属
し
て
屋
外
に
設
置
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー
、
車
庫
、
物
置
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
簡
易
な
プ
レ
ハ
ブ
式
の
工
作
物
の
組
立
て
又
は
設
置

十

次
に
掲
げ
る
物
品
の
取
り
外
し
又
は
撤
去

イ

家
庭
用
電
気
機
械
器
具

ロ

防
虫
剤
、
殺
虫
剤
、
防
臭
剤
及
び
脱
臭
剤
（
医
薬
品
を
除
く
。
）
並
び
に

か
び
防
止
剤
及
び
防
湿
剤

ハ

太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置

ニ

浄
化
槽

十
一

結
婚
又
は
交
際
を
希
望
す
る
者
へ
の
異
性
の
紹
介

十
二

易
断
を
行
う
こ
と
又
は
易
断
の
結
果
に
基
づ
き
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援

助
を
行
う
こ
と
。

十
三

映
画
、
演
劇
、
音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
、
写
真
又
は
絵
画
、
彫
刻
そ
の
他
の
美

術
工
芸
品
を
鑑
賞
さ
せ
、
又
は
観
覧
さ
せ
る
こ
と
。

十
四

家
屋
、
門
若
し
く
は
塀
又
は
次
に
掲
げ
る
物
品
の
修
繕
又
は
改
良

イ

障
子
、
雨
戸
、
門
扉
そ
の
他
の
建
具

ロ

家
庭
用
石
油
タ
ン
ク

ハ

太
陽
光
発
電
装
置
そ
の
他
の
発
電
装
置

ニ

家
庭
用
ミ
シ
ン
及
び
換
気
扇

ホ

履
物

ヘ

畳
及
び
布
団

ト

太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置

チ

ふ
ろ
が
ま

リ

浴
槽
、
台
所
流
し
、
便
器
、
浄
化
槽
、
給
水
管
、
排
水
管
、
焼
却
炉
そ
の
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他
の
衛
生
用
の
器
具
又
は
設
備

ヌ

神
棚
、
仏
壇
及
び
仏
具
並
び
に
祭
壇
及
び
祭
具

十
五

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
又
は

記
録
さ
せ
る
こ
と
。

十
六

名
簿
、
人
名
録
そ
の
他
の
書
籍
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）

を
も
つ
て
調
製
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
新
聞
又
は
雑
誌
へ
の
氏
名
、
経
歴
そ

の
他
の
個
人
に
関
す
る
情
報
の
掲
載
若
し
く
は
記
録
又
は
こ
れ
ら
に
掲
載
さ
れ

若
し
く
は
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報
の
訂
正
、
追
加
、
削
除
若
し
く
は
提
供

十
七

土
地
の
測
量
、
整
地
又
は
除
草

十
八

家
屋
に
お
け
る
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
の
防
除

十
九

住
宅
へ
の
入
居
の
申
込
み
手
続
の
代
行

二
十

技
芸
又
は
知
識
の
教
授

二
十
一

次
に
掲
げ
る
取
引
（
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三

十
九
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
に
該
当
す
る

も
の
及
び
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
商
品
市
場

に
お
け
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
こ
れ
ら
の
取
引
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
こ
と
（
い
ず

れ
も
当
該
取
引
の
決
済
に
必
要
な
金
銭
の
預
託
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
。

イ

物
品
の
売
買
取
引
（
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
当
該
物
品
が
現
に
引
き

渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

物
品
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
価
格
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お

け
る
現
実
の
当
該
物
品
の
価
格
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受

を
約
す
る
取
引

ハ

商
品
指
数
（
二
以
上
の
商
品
た
る
物
品
の
価
格
の
水
準
を
総
合
的
に
表
し

た
数
値
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
と
将
来
の
一
定

の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
商
品
指
数
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ

れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引

ニ

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
イ
、
ロ
又
は
ハ

に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の

一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を

約
す
る
取
引

別
表
第
四
（
第
五
条
関
係
）

一

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
を
除
く
。
）

二

不
織
布
及
び
幅
が
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
織
物

三

コ
ン
ド
ー
ム
及
び
生
理
用
品

四

防
虫
剤
、
殺
虫
剤
、
防
臭
剤
及
び
脱
臭
剤
（
医
薬
品
を
除
く
。
）

五

化
粧
品
、
毛
髪
用
剤
及
び
石
け
ん
（
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
浴
用
剤
、
合
成

洗
剤
、
洗
浄
剤
、
つ
や
出
し
剤
、
ワ
ッ
ク
ス
、
靴
ク
リ
ー
ム
並
び
に
歯
ブ
ラ
シ

六

履
物

七

壁
紙

別
表
第
五
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
関
係
）

特
定
継

契
約
の
解
除
に
よ

契
約
の
締
結
及

特
定
継
続
的
役
務

続
的
役

つ
て
通
常
生
ず
る

び
履
行
の
た
め

務
の
提

損
害
の
額

に
通
常
要
す
る

供
期
間

費
用
の
額

一

人
の
皮
膚
を
清
潔
に
し
若
し

一
月

二
万
円
又
は
当
該

二
万
円

く
は
美
化
し
、
体
形
を
整
え
、

特
定
継
続
的
役
務

又
は
体
重
を
減
ず
る
た
め
の
施

提
供
契
約
に
係
る

術
を
行
う
こ
と
。

特
定
継
続
的
役
務

の
対
価
の
総
額
か

ら
提
供
さ
れ
た
特

定
継
続
的
役
務
の

対
価
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
た
額

（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
契
約
残

額
」
と
い
う
。
）
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の
百
分
の
十
に
相

当
す
る
額
の
い
ず

れ
か
低
い
額

二

語
学
の
教
授
（
学
校
教
育
法

二
月

五
万
円
又
は
契
約

一
万
五
千
円

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

残
額
の
百
分
の
二

六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学

十
に
相
当
す
る
額

校
、
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に

の
い
ず
れ
か
低
い

規
定
す
る
専
修
学
校
若
し
く
は

額

同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
各
種
学
校
の
入
学
者
を

選
抜
す
る
た
め
の
学
力
試
験
に

備
え
る
た
め
又
は
同
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
（
大
学
を
除

く
。
）
に
お
け
る
教
育
の
補
習

の
た
め
の
学
力
の
教
授
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

三

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定

二
月

五
万
円
又
は
当
該

二
万
円

す
る
学
校
（
小
学
校
及
び
幼
稚

特
定
継
続
的
役
務

園
を
除
く
。
）
、
同
法
第
八
十

提
供
契
約
に
お
け

二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学

る
一
月
分
の
役
務

校
若
し
く
は
同
法
第
八
十
三
条

の
対
価
に
相
当
す

第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校

る
額
の
い
ず
れ
か

の
入
学
者
を
選
抜
す
る
た
め
の

低
い
額

学
力
試
験
（
四
の
項
に
お
い
て

「
入
学
試
験
」
と
い
う
。
）
に

備
え
る
た
め
又
は
学
校
教
育
（

同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校

（
大
学
及
び
幼
稚
園
を
除

く
。
）
に
お
け
る
教
育
を
い

う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
補
習
の
た
め
の
学
力
の
教
授

（
同
項
に
規
定
す
る
場
所
以
外

の
場
所
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）

四

入
学
試
験
に
備
え
る
た
め
又

二
月

二
万
円
又
は
当
該

一
万
一
千
円

は
学
校
教
育
の
補
習
の
た
め
の

特
定
継
続
的
役
務

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す

提
供
契
約
に
お
け

る
学
校
（
大
学
及
び
幼
稚
園
を

る
一
月
分
の
役
務

除
く
。
）
の
児
童
、
生
徒
又
は

の
対
価
に
相
当
す

学
生
を
対
象
と
し
た
学
力
の
教

る
額
の
い
ず
れ
か

授
（
役
務
提
供
事
業
者
の
事
業

低
い
額

所
そ
の
他
の
役
務
提
供
事
業
者

が
当
該
役
務
提
供
の
た
め
に
用

意
す
る
場
所
に
お
い
て
提
供
さ

れ
る
も
の
に
限
る
。
）

五

電
子
計
算
機
又
は
ワ
ー
ド
プ

二
月

五
万
円
又
は
契
約

一
万
五
千
円

ロ
セ
ッ
サ
ー
の
操
作
に
関
す
る

残
額
の
百
分
の
二

知
識
又
は
技
術
の
教
授

十
に
相
当
す
る
額

の
い
ず
れ
か
低
い

額

六

結
婚
を
希
望
す
る
者
へ
の
異

二
月

二
万
円
又
は
契
約

三
万
円

性
の
紹
介

残
額
の
百
分
の
二

十
に
相
当
す
る
額

の
い
ず
れ
か
低
い

額
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別
表
第
六
（
第
十
四
条
関
係
）

一

別
表
第
五
の
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
商
品

イ

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
を
除
く
。
）

ロ

化
粧
品
、
石
け
ん
（
医
薬
品
を
除
く
。
）
及
び
浴
用
剤

ハ

下
着

ニ

電
気
に
よ
る
刺
激
又
は
電
磁
波
若
し
く
は
超
音
波
を
用
い
て
人
の
皮
膚
を

清
潔
に
し
又
は
美
化
す
る
器
具
又
は
装
置

二

別
表
第
五
の
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品

イ

書
籍

ロ

磁
気
的
方
法
又
は
光
学
的
方
法
に
よ
り
音
、
影
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記

録
し
た
物

ハ

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
及
び
テ
レ
ビ
電
話
装
置

三

別
表
第
五
の
五
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
商
品

イ

電
子
計
算
機
及
び
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
品

及
び
附
属
品

ロ

書
籍

ハ

磁
気
的
方
法
又
は
光
学
的
方
法
に
よ
り
音
、
映
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
記
録
し
た
物

四

別
表
第
五
の
六
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
商
品

イ

真
珠
並
び
に
貴
石
及
び
半
貴
石

ロ

指
輪
そ
の
他
の
装
身
具


